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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
【発行日】平成31年1月24日(2019.1.24)

【公開番号】特開2018-131176(P2018-131176A)
【公開日】平成30年8月23日(2018.8.23)
【年通号数】公開・登録公報2018-032
【出願番号】特願2017-28438(P2017-28438)
【国際特許分類】
   Ｂ６２Ｊ  11/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｊ   9/00     (2006.01)
   Ｂ６２Ｈ   5/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ６２Ｊ   11/00     　　　Ｇ
   Ｂ６２Ｊ    9/00     　　　Ｈ
   Ｂ６２Ｈ    5/00     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月7日(2018.12.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１０】
　前記連結部材は、外周部の少なくとも一部に第１ねじ部を有する第１軸部を含む、請求
項９に記載の自転車用バッテリユニットの取付部材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１６】
　前記連結部材の前記第１端部は、前記第１フレーム部分に接触し、前記第１軸部が軸方
向の一方に移動することを規制する規制部を含む、請求項１５に記載の自転車用バッテリ
ユニットの取付部材。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　前記第９側面に従う第１０側面の自転車用バッテリユニットの取付部材において、前記
連結部材は、外周部の少なくとも一部に第１ねじ部を有する第１軸部を含む。
　上記第１０側面に従えば、第１ねじ部を用いることによって取付部材を自転車用バッテ
リユニットまたはフレームに安定して取り付けることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００２０】
　前記第１５側面に従う第１６側面の自転車用バッテリユニットの取付部材において、前
記連結部材の前記第１端部は、前記第１フレーム部分に接触し、前記第１軸部が軸方向の
一方に移動することを規制する規制部を含む。
　上記第１６側面に従えば、規制部が第１フレーム部分に接触することによって、連結部
材の軸方向の一方へ移動することを規制できる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　バッテリユニットアッセンブリ２０は、取付部材８０と、取付部材８０が取り付けられ
る自転車用バッテリユニット２２と、を含む。自転車用バッテリユニット２２を、単にバ
ッテリユニット２２と記載する。一例では、バッテリユニットアッセンブリ２０は、バッ
テリ取付部６０をさらに含む。バッテリ取付部６０は、自転車１０のフレーム１２に設け
られる。一例では、バッテリ取付部６０は、フレーム１２の一部を構成する。図１に示さ
れる例では、バッテリ取付部６０は、ダウンチューブ１２Ｃの一部を構成する。ダウンチ
ューブ１２Ｃは、ヘッドチューブ１２Ａに連結される連結部１２Ｄと、バッテリ取付部６
０とを含む。一例では、バッテリ取付部６０の一方の端部が連結部１２Ｄと接続され、バ
ッテリ取付部６０の他方の端部がシートチューブ１２Ｅと接続される。バッテリ取付部６
０とシートチューブ１２Ｅとの間には、ドライブユニットが取り付けられるドライブユニ
ット装着部が設けられてもよい。ドライブユニットは、自転車１０の推進をアシストする
モータを含む。連結部１２Ｄは、バッテリ取付部６０に一体成形されていてもよく、バッ
テリ取付部６０とは別体で形成され、溶接または接着等によって一体に接合されていても
よい。バッテリ取付部６０は、フレーム１２とは別体に設けられてもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７７】
　バッテリユニットアッセンブリ２０Ａの第１ハウジング部分５０には、孔５２Ｂが形成
される。バッテリユニットアッセンブリ２０Ａのフレーム１２は、第２フレーム部分７１
を含む。第２フレーム部分７１は、バッテリ取付部６０のうちの第１ハウジング部分５０
と対応する位置に設けられる。第２フレーム部分７１には、第３ねじ部７１Ａが設けられ
る。第３ねじ部７１Ａは、第３の方向Ｚに第２フレーム部分７１を貫通するねじ孔７１Ｂ
を有する。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７９】
　（第３実施形態）
　図１５を参照して、第３実施形態の取付部材８０Ａについて説明する。第３実施形態の
取付部材８０Ａは、電動のロックユニット８４Ａが内蔵される以外は第１実施形態の取付
部材８０と同様であるので、第１実施形態と共通する構成については、第１実施形態と同
一の符号を付し、重複する説明を省略する。
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【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　図２０に示されるとおり、規制部１２８は、第１軸部１２６の軸方向の第１端部１２６
Ａに設けられ、第１フレーム部分１７０に接触し、第１軸部１２６が軸方向の一方に移動
することを規制する。第３ねじ部１７２Ａは、第２フレーム部分１７２を貫通するように
形成される。第２端部１２６Ｂには、第１ねじ部１１０が形成される。第２端部１２６Ｂ
は、第１ねじ部１１０が第３ねじ部１７２Ａに結合された状態で、フレーム１２の第２フ
レーム部分１７２を貫通する。
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